
 第４号議案 

 

 

亀岡市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 亀岡市税条例（昭和３０年亀岡市条例第３９号）等の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成２９年９月４日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （亀岡市税条例の一部改正） 

第１条 亀岡市税条例（昭和３０年亀岡市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

 第５７条の次に次の１条を加える。 

 （法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第５７条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

 附則第５条第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」

に改める。 

 附則第８条第１項中「平成３０年度」を「平成３３年度」に改

める。 

 附則第１０条の２第１１項を同条第１３項とし、同条第１０項

の次に次の２項を加える。 
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１１ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

 附則第１７条の２第１項及び第２項中「平成２９年度」を「平

成３２年度」に改める。 

 （亀岡市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 亀岡市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年亀岡市

条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第６条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新

条例第７７条及び新条例」を「亀岡市税条例第７７条及び」に改

め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同条の表を次

のように改める。 

第７７条第２号ア

(ｲ) 

３，９００円 ３，１００円 

第７７条第２号ア

(ｳ)ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第７７条第２号ア

(ｳ)ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１６条第１項 第７７条 亀岡市税条例等の一部を改正

する条例（平成２６年亀岡市

条例第１６号。以下この条に

おいて「平成２６年改正条

例」という。）附則第６条の

規定により読み替えて適用さ

れる第７７条 

附則第１６条第１項

の表第２号ア(ｲ)の

項 

第２号ア(ｲ) 平成２６年改正条例附則第６

条の規定により読み替えて適

用される第７７条第２号ア

(ｲ) 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１６条第１項

の表第２号ア(ｳ)ａ

の項 

第２号ア(ｳ)ａ 平成２６年改正条例附則第６

条の規定により読み替えて適

用される第７７条第２号ア

(ｳ)ａ 
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６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１６条第１項
の表第２号ア(ｳ)ｂ
の項 

第２号ア(ｳ)ｂ 平成２６年改正条例附則第６
条の規定により読み替えて適
用される第７７条第２号ア
(ｳ)ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

 

 （亀岡市都市計画税条例の一部改正） 

第３条 亀岡市都市計画税条例（昭和３２年亀岡市条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

 附則第１３項を附則第１５項とする。 

 附則第１２項中「附則第２項及び第４項」を「附則第４項及び

第６項」に、「附則第２項及び第５項」を「附則第４項及び第７

項」に、「附則第３項、第５項及び第６項」を「附則第５項、第

７項及び第８項」に、「附則第５項から第７項まで」を「附則第

７項から第９項まで」に、「附則第７項」を「附則第９項」に、

「附則第８項から第１０項まで」を「附則第１０項から第１２項

まで」に、「附則第９項」を「附則第１１項」に改め、同項を附

則第１４項とする。 

 附則第１１項を附則第１３項とし、附則第７項から第１０項ま

でを２項ずつ繰り下げる。 

 附則第６項中「附則第２項」を「附則第４項」に改め、同項を

附則第８項とする。 

 附則第５項中「附則第２項」を「附則第４項」に改め、同項を

附則第７項とする。 

 附則第４項中「附則第２項」を「附則第４項」に改め、同項を

附則第６項とする。 

 附則第３項を附則第５項とし、附則第２項を附則第４項とし、

附則第１項の次に次の２項を加える。 

 （法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

２ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割 
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合は２分の１とする。 

 （法附則第１５条第４５項の条例で定める割合） 

３ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の２とする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中亀岡市税条例附則第５条第１項の改正規定及び次条

の規定 平成３１年１月１日 

⑵ 第２条の規定 平成３１年１０月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の亀岡市税条例の規

定中個人の市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の

個人の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の亀

岡市税条例（以下「新市税条例」という。）の規定中固定資産税

に関する部分は、平成２９年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、平成２８年度分までの固定資産税については、なお従

前の例による。 

２ 新市税条例第５７条の２の規定は、平成３０年度以後の年度分

の固定資産税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 この条例による改正後の亀岡市都市計画税条例の規定は、

平成２９年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成 

２８年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 
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亀岡市税条例等の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 地方税法等の改正に伴い、次のとおり亀岡市税条例等の一部を

改正すること。 

⑴ 児童福祉法に規定する家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業

及び事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る固

定資産税及び都市計画税の課税標準の特例について、地方税法

に定める割合を参酌して、特例割合を２分の１とすること。 

⑵ 企業主導型保育事業に係る保育施設の用に供する固定資産税

及び都市計画税の課税標準の特例について、地方税法に定める

割合を参酌して、特例割合を２分の１とすること。 

⑶ 都市緑地法に規定する市民緑地の用に供する土地に係る固定

資産税及び都市計画税の課税標準の特例について、地方税法に

定める割合を参酌して、特例割合を３分の２とすること。 

⑷ 肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適

用期限を平成３３年度（現行：平成３０年度）まで３年延長す

ること。 

⑸ 優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を平成３２年度（現

行：平成２９年度）まで３年延長すること。 

⑹ 控除対象配偶者の定義の変更に伴い、用語を改めること。 

⑺ 軽自動車税の種別割導入時の経過措置の読替規定の整備を図

ること。 

 

２ 条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。 

 

３ この条例は、公布の日から施行すること。ただし、１の⑹の改

正は平成３１年１月１日から、１の⑺の改正規定は平成３１年 

１０月１日から施行すること。 
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